
資料－６　サービス購入料の算定及び支払方法に関する質問

頁 第● ● （●） ｶﾅ (ｶﾅ) 英小

1 基準金利 2 第2 2 (2)

提案用基準金利をご教示願います。 1.428%
平成21年４月６日(月)の東京時間午前10時
に、TELERATEから発表されるTOKYO SWAP
REFERENCE RATE（T.S.R）の６カ月ＬＩＢＯ
Ｒベース10年物(円－円)金利スワップレート

2 算定方法 2 第2 2 (2)

提案用基準金利は入札広告日の金利とすると
ありますが、同日中でも金利は変動しており
ますので、貴市でご認識されている基準金利
をご提示いただけないでしょうか？

質問No.1の回答を参照してください。

3 サービス購入料3-1 3 第2 3 (1) ア （ｳ）

その他費用の保険料はSPCが付保する保険と
いう理解でよろしいでしょうか。

ご理解のとおりです。

4 サービス購入料3-1 3 第2 3 (1) イ

維持管理・運営費が各年度で異なる場合は、
20年間の合計を平均した金額を年4回均等払
いして頂けるのでしょうか。それとも当該年
度における維持管理・運営費の平均した金額
を年4回均等払いして頂けるのでしょうか。

第３の３の(3)のアに示すとおり、第２回か
ら第81回までの各回の支払額を一定(同額)と
して支払い、第１回の支払額は引渡日の翌日
から平成23年度末まで日割計算とします。

5 サービス購入料3-2 3 第2 3 (2) ア

当初想定していた修繕費が、実際に要した修
繕費より安くなった場合は、当該修繕費の差
額は、貴市に返還しなければならないので
しょうか。

原則として、資料－７「モニタリング及び減
額措置等」の第２の６に示す手続きに従い、
修繕業務の実施内容及びサービス購入料の変
更について、市と事業者との間で協議を行い
ます。ただし、現時点では、事業者の創意工
夫などにより当初の修繕計画よりも修繕費の
低減が図られる場合は、その差額を市に返還
する義務はないと考えております。

6 サービス購入料3-2 3 第2 3 (2) ア

当初想定していた修繕項目が、実際、当該修
繕項目の修繕の必要なしと事業者が判断した
場合、当該修繕は実施する必要はないという
理解でよろしいでしょうか。また、当該修繕
項目を実施しないため安くなった修繕費は貴
市に返還しなければならないのでしょうか。

質問No.5の回答を参照してください。

7 サービス購入料3-2 3 第2 3 (2) ア

当初想定していた修繕項目が、実際、当該修
繕項目の修繕の必要なしと事業者が判断した
場合、当該修繕項目を他の修繕項目に充当す
ることは可能でしょうか。

質問No.5の回答を参照してください。

回　　　答NO タイトル
該当箇所

質　　　問
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8 サービス購入料3-2 3 第2 3 (2) イ

修繕費については、各回の支払い金額は事業
者の提案によるものとする記載があります
が、維持管理・運営費と同様に年4回均等払
いでも可能という理解でよろしいでしょう
か。

事業者の提案により、各回均等払いとするこ
とも可能です。

9 サービス購入料１ 4 第3 3 (1)

まちづくり交付金の交付に伴う、優先ローン
期前弁済により生じるブレイクファンディン
グコストは貴市にご負担いただけると考えて
よろしいでしょうか。

まちづくり交付金の交付に伴い事業者に発生
する費用は市と事業者との間で協議し、精査
したうえで定め、市が負担します。

10 サービス購入料１ 4 第3 3 (1)

また、まちづくり交付金が決定するのが引渡
し後（平成24年7～8月頃）であるとのことで
すので、基準金利（10年物TSR）の決定日を
平成25年末等に設定し、それまでの約1年間
は基準金利を変動ベース（例えば6M LIBOR）
にする方式に変更願えないでしょうか。（優
先ローン期前弁済により生じるブレイクファ
ンディングコストを軽減し、貴市の負担を軽
減することに繋がるためです。）

原案のとおりとします。なお、事業者におい
て、基準金利決定日をふまえて、優先ローン
期限前弁済によるブレイクファンディングコ
ストが発生しにくい資金調達スキームとして
ください。

11 サービス購入料１ 4 第3 3 (1)

まちづくり交付金の確定額によるサービス購
入料1ならびに2の決定という現方式を、まち
づくり交付金の確定額によらず入札時にサー
ビス購入料1の金額を市に指定していただき
（各グループ共通）残りの施設整備に係る費
用をサービス購入料2の金額として提案させ
て頂く方式に変更願えないでしょうか。（実
際のまちづくり交付金の額と入札時に指定さ
れたサービス購入料1の間に差額が生じた場
合は市にて調整いただき、事業者へのサービ
ス購入料1支払額は入札時の指定額とする）
現方式ではまちづくり交付金の決定にともな
う優先ローンのブレイクファンディングコス
トの問題や施設引渡翌年度に消費税の還付が
受けられない問題等が生じてしまうため。

質問No.10の回答を参照してください。
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12 サービス購入料２ 4 第3 3 (1)

「法人税法基本通達2-4-1」においては、各
履行期日における支払金額が具体的に確定せ
ず任意とされているような場合の支払方法は
延払基準適用上の賦払の方法には該当しない
とあります。この通達を準拠する場合、本施
設引渡時において、まちづくり交付金の額が
決定していないため、平成２３年度に建設費
等を一括売上計上処理することになります。
以上のことから、入札参加者の公平の観点か
ら、事業者は平成２３年度に建設費等を一括
売上計上処理する方法を指定願えないでしょ
うか。（一括売上の場合、消費税について
は、還付を受けられないので、一般的に長期
ローンでのファンディングになります。）

会計・税務処理方法は企業によって異なるこ
とから、提案にあたっては、応募者が適当と
判断する処理方法を採用してください。

13 サービス購入料1 4 第3 3 (1)

まちづくり交付金の交付金額のおおよその目
安はありますでしょうか？また交付金額はい
つ頃確定するのでしょうか？

市で算出した交付予定額は公表できません。
交付金額の確定は、平成24年(2012年)7～8月
頃を予定しています。

14 サービス購入料1 4 第3 3 (1)

まちづくり交付金が交付された場合、事業者
にサービス購入料1が支払われるのは、平成
24年度中のいつ頃になるのでしょうか？

入札説明書に関する質問No.9の回答を参照し
てください。

15 サービス購入料1 4 第3 3 (1)

1つ目の※欄にて、「市は平成24年度の～
（中略）～入札時には当該費用を見込まずに
入札すること。」とありますが、「当該費
用」とは具体的に何を指すのでしょうか？ま
ちづくり交付金の申請支援業務にかかる費用
ということでしょうか？

入札説明書に関する質問No.8の回答を参照し
てください。

16 サービス購入料3－1 6 第3 3 (3) ア

第1回目の支払は平成24年3月の1ヶ月分の業
務に対する対価ですが、第1回も第2回目以降
と同金額（全体金額を81で割った金額）が支
払われるということでしょうか？

質問No.4の回答を参照してください。

17 サービス購入料3－2 6 第3 3 (3) イ

修繕業務にかかる対価は、事業者の維持管理
業務等における努力によって、機器の更新等
を遅らせたり、回避させたりできた場合で
も、当初の提案どおりお支払いただけるとの
理解でよろしいでしょうか？

｢モニタリング及び減額措置等｣の第２の６
(P.9)に示す手続きを経る必要があります。
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18
サービス購入料１及びサー
ビス購入料２の改定

8 第4 1 (1)

サービス購入料1、2に係る物価変動の際には
建設費について改定を行うことになっており
ますが、仮に建設費が増加した場合それに伴
い増加するSPCの借入れに関する金融コスト
も増額していただけると考えてよろしいで
しょうか。

サービス購入料１及び２の物価変動による改
定(増減)は、本施設の建設費についてのみ改
定を行い、ＳＰＣの借入に関する費用の改定
は行いません。なお、物価変動による改定に
伴い建設費が減少した場合は、サービス購入
料を減額します。

19 改定の計算方法 10 第4 1 (２) ウ

「平均指数」の算出方法として、統計値の対
象月の4月分から翌年3月分の指数平均を指す
のか、4月から翌年3月までの当該月において
公表されている指数の平均値を指しているの
か、12ヶ月分の指数を合計し12で除した値を
平均指数なのか、ご教示ください。

12カ月分の指数を合計し、12で除した値を平
均指数とします。

20 金利変動による改定 11 第4 2 イ

第2回目の基準金利の採用日がH34.2.28と
なっておりますが、利息計算期間の境目とい
う点より、H34.3.31に変更願えないでしょう
か。また、変更による新金利の適用は、平成
34年10月の支払に対応するとの理解でよろし
いでしょうか。

前段、ご要望を踏まえ、サービス購入料２の
金利変動による第２回の改定にあたり、平成
34年3月31日の基準金利を新基準金利２とし
ます。後段、ご理解のとおりです。

21 第2回（10年後）の改定 11 第4 2 イ

新基準金利2は、平成34年4月末支払い予定の
割賦金利には適用されるのでしょうか？

質問No.20の回答を参照してください。
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